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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

竹
　

村
　

則
　

行

一　

は
じ
め
に

　

中
国
山
東
の
名
山
泰
山
（
一
五
四
五
㍍
）
の
山
頂
近
く
の
岩
場
に
、
ほ
と
ん
ど
垂
直
に
切
り
立
っ
た
屏
風
岩
の
全
面
に
彫
り
込
ま
れ
た

唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
が
あ
る
（
付
録
写
真
参
照
）
。
高
さ
十
三
、三
㍍
、
幅
五
、三
㍍
（
後
掲
の
成
田
山
書
道
美
術
館
資
料
に
拠
る
）
に
及

ぶ
碑
刻
は
、
碑
文
本
文
の
み
で
二
四
行
、
行
五
一
字
の
枠
を
取
り
、
合
計
九
九
六
字
に
及
ぶ
雄
渾
か
つ
典
麗
な
唐
代
隷
書
か
ら
成
っ
て

お
り
、
玄
宗
の
親
筆
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
唐
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
、
こ
の
泰
山
で
封
禅
の
儀
式
を
挙
行
し
た
経
緯
と
意

義
に
つ
い
て
、
玄
宗
李
隆
基
が
「
群
岳
」
に
向
か
っ
て
高
ら
か
に
宣
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
栄
え
あ
る
中
国
唐
朝
の
歴
史
を
受
け

継
ぎ
、
天
の
子
と
し
て
天
下
を
治
め
る
皇
帝
の
誇
り
と
責
任
が
率
直
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
紀
泰
山
銘
」
は
唐
代
隷
書
の
貴
重

な
現
物
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
開
元
の
聖
世
を
導
い
た
玄
宗
の
治
政
方
針
を
直
に
知
り
、
ま
た
、
当
時
実
行
さ
れ
た
封
禅
の
実
態
を

知
る
第
一
級
の
資
料
で
も
あ
る
。
筆
者
は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
に
初
め
て
こ
の
「
紀
泰
山
銘
」
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
予
備
調

査
に
お
い
て
、
中
国
五
岳
の
東
岳
、
第
一
の
名
山
と
し
て
早
に
名
を
知
ら
れ
、
唐
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
無
数
の
登
山
者
の
視
線
を

受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
の
碑
刻
に
つ
い
て
、
中
国
や
日
本
に
お
い
て
既
に
多
く
の
訳
注
等
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

い
ざ
調
べ
て
み
る
と
、
本
文
の
翻
刻
や
石
刻
資
料
紹
介
は
と
も
か
く
、
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
紹
介
は
意
外
に
少
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
、
中
国
の
沈
維
進
氏
の
最
近
の
注
釈
（
二
〇
〇
五
年
、
後
掲
参
考
資
料
参
照
）
を
除
き
、
特
に
日
本
で
は
、
書

道
法
帖
と
し
て
の
紹
介
は
と
も
か
く
、
中
田
勇
次
郎
先
生
の
読
み
下
し
文
（
後
掲
参
考
資
料
）
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
訳
注
等
が
試
み
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
、
非
力
を
顧
み
ず
、
拙
い
研
究
資
料
を
後
世
に
提
示
す
る
つ
も
り
で
、「
紀
泰
山
銘
」

全
文
の
翻
刻
と
訓
訳
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
既
に
有
用
な
先
行
資
料
が
存
在
す
る
場
合
は
、
筆
者
の
調
査
不
足
と
不
明
を
恥
じ
、
先

達
の
叱
正
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。（
出
典
等
の
注
の
多
く
は
沈
維
進
氏
の
労
作
を
参
照
し
た
が
、
新
た
に
筆
者
が
加
え
た
も
の
も
あ

る
。
ま
た
、
概
ね
二
句
を
一
連
と
し
て
付
し
た
一
二
〇
番
ま
で
の
通
し
番
号
や
句
読
点
等
の
標
号
、
及
び
カ
ッ
コ
、
行
ア
ケ
等
は
、
構

造
の
把
握
と
検
索
の
便
の
た
め
に
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
異
体
字
等
、
今
日
の
常
用
字
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。）

二　

唐
玄
宗
「
紀
泰
山
銘
」（
訓
訳
稿
）

紀
泰
山
銘　
　
　

泰
山
に
紀
す
る
の
銘　

御
製
御
書

泰
山
に
紀
す
る
銘　

御
製
御
書

　

○
本
訳
稿
は
泰
山
現
地
の
碑
刻
（
及
び
そ
の
拓
本
）
を
底
本
と
し
た
。
他
に
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
『
旧
唐
書
』
巻
二
十
三
、『
冊
府
元
亀
』

巻
三
十
六
、『
唐
文
粋
』
巻
十
九
下
、『
全
唐
文
』
巻
四
十
一
に
つ
い
て
は
、
以
下
書
名
の
み
を
表
記
す
る
。
○
銘
題
お
よ
び
序
に
つ
い
て
、

『
旧
唐
書
』
に
は
「
玄
宗
製
紀
太
山
銘
、
御
書
勒
于
山
頂
石
壁
之
上
。
其
辭
曰
、（
玄
宗
、「
太
山
に
紀
す
る
の
銘
」
を
製
し
、
御
書
し

て
山
頂
の
石
壁
の
上
に
勒
す
。
其
の
辞
に
曰
く
、
）（
玄
宗
は
「
太
山
に
紀
す
る
銘
」
を
製
し
、
自
ら
書
し
て
山
頂
の
石
壁
に
刻
し
た
。

そ
の
辞
に
い
う
、
）」
と
あ
り
、『
冊
府
元
亀
』
は
「
帝
製
紀
泰
山
銘
親
勒
於
山
頂
之
右
壁
。
其
詞
曰
」（
帝
「
泰
山
に
紀
す
る
銘
」
を
製
し
、

親
ら
山
頂
の
右マ

マ

壁
に
勒
す
。
其
の
詞
に
曰
く
）、
ま
た
『
唐
文
粋
』
は
「
紀
泰
山
銘　

玄
宗
御
製
」、『
全
唐
文
』
は
「
紀
泰
山
銘

序
」
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と
す
る
。
更
に
『
金
石
萃
編
』
は
「
紀
太
山
銘
」
と
題
し
、
以
下
の
割
注
が
あ
る
。「
摩
崖
。
高
二
丈
六
尺
、
廣
一
丈
五
尺
、
二
十
四
行
、

行
五
十
一
字
。
額
題
『
紀
太
山
銘
』
四
字
並
隷
書
、
惟
『
御
製
御
書
』
四
字
及
末
行
年
月
並
正
書
。
在
泰
山
東
嶽
廟
後
、
石
崖
南
向
」（
摩

崖
。
高
さ
二
丈
六
尺
、
広
さ
一
丈
五
尺
、
二
十
四
行
、
行
五
十
一
字
。
額
題
の
『
紀
太
山
銘
』
四
字
は
並
び
に
隷
書
に
し
て
、
惟
だ
『
御

製
御
書
』
の
四
字
及
び
末
行
の
年
月
は
並
び
に
正
書
な
り
。
泰
山
の
東
嶽
廟
の
後
、
石
崖
の
南
向
き
に
在
り
）。
但
し
、
高
広
の
尺
度

は
現
実
に
符
合
し
な
い
。
○
泰
山
の
山
名
表
記
は
「
泰
山
」「
太
山
」「
岱
山
」
い
ず
れ
も
通
用
す
る
。
○
「
御
製
御
書
」
の
四
文
字
は
、

当
然
な
が
ら
玄
宗
以
外
の
別
人
の
書
で
あ
り
、
本
文
の
隷
書
と
は
字
体
が
異
な
る
。

1　

朕
宅
帝
位
、
十
有
四
載
、　

朕　

帝
位
に
宅お

る
こ
と
、
十
有
四
載
、

（
朕
は
皇
帝
に
即
位
し
て
以
来
、
十
有
四
年
、
）

○
「
宅
帝
位
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
宅
位
」
に
作
る
。

2　

顧
惟
不
徳
、

于
至
道
、　

顧お
も

う
に
惟た

だ
不
徳
に
し
て
、
至
道
に
く
ら

き
も
、

（
も
っ
ぱ
ら
不
徳
で
あ
り
、
至
高
の
道
徳
に
く
ら
か
っ
た
が
、
）

○
「
不
徳
」
…
『
尙
書
』
伊
訓
に
「
爾
惟
不
徳
罔
大
」
と
。

3　

任
夫
難
任
、
安
夫
難
安
。　

夫
れ
任
じ
難
き
を
任
じ
、
夫
れ
安
ん
じ
難
き
を
安
ん
ず
。

（
そ
れ
で
も
困
難
な
大
任
に
任
じ
、
不
安
定
な
難
局
を
乗
り
切
っ
た
。）

4　

茲
朕
未
知
獲

於
上
下
、　

茲こ
こ

に
朕
、
未
だ
戾つ
み

を
上て

ん

か下
に
獲う

る
を
知
ら
ず
し
て

（
こ
こ
に
朕
は
、
天
下
を
混
乱
さ
せ
た
罪
を
得
た
こ
と
も
わ
き
ま
え
ず
、
天
下
を
平
定
し
、
）

5　

心
之
浩
蕩
、
若
渉
於
大
川
。　

心
は
之
れ
浩
蕩
と
し
て
、
大
川
を
渉
る
が
若
し
。

（
開
元
朝
を
開
い
た
が
、
そ
の
こ
と
で
心
は
広
々
と
な
り
、
大
河
を
渉
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。）
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○
「
茲
朕
未
知
獲
戾
於
上
下
」
…
『
尚
書
』
湯
誥
に
「
茲
朕
未
知
獲
戾
于
上
下
、
慄
慄
危
懼
、
若
將
隕
于
深
淵
」
と
。

○
「
於
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
於
」
字
を
欠
く
。『
冊
府
元
亀
』
は
「
于
」
に
作
る
。
第
三
〜
五
句
の
叙
述
は
、
青
年
李
隆
基
（
玄

宗
）
が
韋
后
や
太
平
公
主
を
誅
殺
し
て
そ
の
勢
力
を
鎮
圧
し
、
開
元
朝
を
開
い
た
こ
と
を
い
う
。

6　

賴
□
□
□
□
□
□
□
□
上
帝
垂
休
、
□
□
□
□
□
□
先
后
儲
慶
、

頼
さ
い
わ
い

に
□
□
□
□
□
□
□
□
上
帝
は
休ふ
く

を
垂
れ
た
ま
い
、
□
□
□
□
□
□
先
后
（
前
帝
）
は
慶
を
儲つ

み
、

（
幸
い
に
も
上
帝
は
朕
に
大
幸
を
も
た
ら
し
、
歴
代
の
皇
帝
は
慶
福
を
積
み
重
ね
ら
れ
、
）

○
□
は
空
格
記
号
。
こ
の
碑
文
の
体
裁
と
し
て
、
上
古
上
帝
等
に
言
及
す
る
場
合
は
、
そ
の
直
前
に
四
字
、
直
近
の
先
帝
等

に
言
及
す
る
場
合
は
直
前
六
字
、
そ
の
中
間
の
場
合
は
直
前
五
字
、
父
帝
た
る
睿
宗
は
八
字
、
唐
朝
の
開
祖
た
る
高
祖
の
場

合
は
改
行
し
て
空
格
を
と
り
、
先
帝
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。
○
「
上
帝
」
…
こ
こ
は
八
字
の

空
格
を
取
る
（
『
金
石
萃
編
』
の
空
格
は
四
字
）
こ
と
か
ら
、
最
高
敬
意
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
後
出
第
四
一
聨
の
「
上
帝
」

は
四
字
の
空
格
で
あ
る
。
同
じ
用
語
で
空
格
が
一
定
し
な
い
が
、
こ
こ
は
「
天
帝
、
天
神
」
の
意
に
解
す
る
。

7　

宰
衡
庶
尹
、
交
修
皇
極
、　

宰
相
庶
尹
は
、
交
こ
も
ご

も
皇
極
を
修
め
、

（
宰
相
や
百
官
は
、
互
い
に
協
力
し
て
政
治
の
根
本
道
を
修
め
、
）

○
「
宰
衡
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
宰
相
」
に
作
る
。
○
「
皇
極
」
…
政
治
の
根
本
と
な
る
道
徳
。

8　

四
海
會
同
、
五
典
敷
暢
、　

四
海
は
会
同
し
、
五
典
は
敷
き
暢
べ
ら
れ
、

（
全
国
か
ら
使
者
が
来
朝
し
、
五
典
の
道
徳
は
広
く
行
き
渡
り
、
）

○
「
會
同
」
…
『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯
に
「
時
見
曰
會
、
殷
見
曰
同
」
と
。
ま
た
『
論
語
』
先
進
に
「
宗
廟
之
事
、
如
會
同
」

と
。
○
「
五
典
」
…
父
義
、
母
慈
、
兄
友
、
弟
恭
、
子
孝
（
左
伝
）
の
五
教
を
い
う
。『
尚
書
』
舜
典
に
「
敬
敷
五
教
在
寛
」
と
。

易
・
書
・
詩
・
春
秋
・
礼
の
五
経
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
民
人
に
密
接
す
る
理
念
と
し
て
、
こ
こ
で
は
五
教
説
を
と
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る
。『
冊
府
元
亀
』
は
「
伍
典
」
に
作
る
。

9　

歳
云
嘉
熟
、
人
用
大
和
。　

歳
み
の
り

は
云こ
こ

に
熟
す
る
を
嘉よ
み

し
、
人た
み

は
用
て
大
い
に
和
す
。

（
作
物
は
豊
収
を
喜
び
、
民
人
は
大
い
に
和
み
安
堵
す
る
。）

○
「
熟
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
孰
」
に
作
る
。
○
「
人
」
…
民
に
同
じ
。
太
宗
李
世
民
の
諱
を
避
け
て
い
う
。

10　

百
辟
僉
謀
、
唱
余
封
禪
、　

百
辟
は
僉
謀
し
、
封
禅
を
唱
余
し
、

（
そ
こ
で
諸
侯
は
み
な
よ
く
相
談
し
て
、
封
禅
の
儀
を
提
唱
し
、
）

○
「
百
辟
」
…
諸
侯
を
い
う
。
○
「
唱
余
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
倡
予
」
に
作
る
。

11　

謂
孝
莫
大
於
嚴
父
、　

謂
へ
ら
く
「
孝
は
厳
父
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、

（
申
し
て
謂
う
こ
と
に
は
、「
孝
は
父
（
母
）
に
対
し
て
行
う
以
上
に
大
き
い
も
の
は
な
く
、
）

○
「
孝
莫
大
于
厳
父
」
…
『
孝
経
』
聖
治
に
「
孝
莫
大
于
厳
父
、
厳
父
莫
大
于
配
天
」
と
。

12　

謂
禮
莫
尊
于

天
、　

謂
へ
ら
く
「
礼
は
天
に
告
ぐ
る
よ
り
尊
き
は
莫
し
、

（
礼
は
上
天
に
対
し
て
告
げ
祈
る
以
上
に
盛
大
な
も
の
は
な
い
、
）

○
「
謂
」
…
「
謂
」
字
、『
旧
唐
書
』
本
に
無
し
。
○
「
尊
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
盛
」
に
作
る
。
○
「
于
」
…
『
冊
府
元
亀
』

『
全
唐
文
』
は
「
於
」
に
作
る
。

13　

天
符
巣

至
、
人
望

積
、　

天
符
既
に
至
り
、
人
望
既
に
積
ま
ば
、

（
こ
う
し
て
陛
下
の
天
命
が
既
に
至
り
、
陛
下
の
人
望
が
十
分
に
篤
い
か
ら
に
は
、
）

○
「
符
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
苻
」
に
作
る
。

14　

固
請
不
已
、
固
辭
不
獲
。　

固
く
請
ひ
て
已
ま
ず
、
固
く
辞
す
る
も
獲
ず
」
と
。

（
我
々
は
何
度
も
陛
下
の
泰
山
封
禅
を
懇
願
致
し
ま
す
し
、
陛
下
は
そ
れ
を
固
辞
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う



6

唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

に
」
と
。）

○
『
尙
書
』
虞
書
に
「
禹
拜
稽
首
固
辭
」
と
。

15　

肆
余
與
夫
二
三
臣
、　

肆こ
こ

に
、
余
は
夫か

の
二
三
の
臣
と

（
そ
こ
で
、
余
は
二
三
の
臣
下
と
と
も
に
、
）

○
「
肆
余
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
肆
余
」
二
字
を
二
行
分
か
ち
書
き
に
す
る
。
○
「
余
」
…
『
全
唐
文
』
は
「
予
」
に
作
る
。

16　

稽
虞
典
、
繹
漢
制
、　

虞
典
を
稽
か
ん
が

み
、
漢
制
を
繹き
わ

め
、

（
虞
舜
の
典
礼
を
よ
く
調
べ
、
漢
の
制
度
を
考
究
し
た
う
え
で
、
）

17　

張
皇
六
師
、
震
疊
九

。　

六
師
を
張
皇
し
、
九

を
震
疊
し
、

（
軍
隊
を
賑
々
し
く
行
進
さ
せ
、
九
州
を
震
い
動
か
し
、
）

○
「
張
皇
六
師
」
…
『
尙
書
』
康
王
之
誥
に
「
張
皇
六
師
」
と
。
○

…
『
金
石
萃
編
』
は
小
字
に
作
り
、『
旧
唐
書
』
は

「
宇
」
に
作
る
。
泰
山
原
刻
は
こ
の
一
字
が
剥
落
し
て
読
め
な
い
。
○
「
震
疊
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
震
讋
」
に
作
る
。「
疊
」

は
震
い
動
か
す
、「
讋
」
は
恐
れ
る
の
意
。

18　

旌
旗
有
列
、
士
馬
無
譁
、　

旌
旗
に
列
有
り
、
士
馬
に
譁
無
く
、

（
唐
朝
の
御
旗
を
お
し
並
べ
、
兵
士
兵
馬
は
一
糸
乱
れ
る
こ
と
無
く
、
）　

19　

肅
肅

、
翼
翼
溶
溶
、　

肅
肅
邕
邕
、
翼
翼
溶
溶
と
し
て
、

（
い
か
め
し
く
も
恭
し
く
、
規
則
正
し
く
水
が
流
れ
る
よ
う
に
し
て
、
）

○
「
翼
翼
」
…
『
詩
経
』
小
雅
・
采
薇
に
「
四
牡
翼
翼
」
と
。

20　

以
至
于
岱
宗
、
順
也
。　

以
て
岱
宗
に
至
る
は
、
順
な
る
か
な
。

（
は
る
か
岱
宗
泰
山
に
順
調
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。）
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

○
「
于
」
…
「
于
」
字
、『
旧
唐
書
』
は
欠
き
、『
全
唐
文
』
は
「
於
」
に
作
る
。
○
「
岱
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
小
字
の
「
岱
」

に
作
る
。

21　

爾
雅
曰
：
「
太
山
爲
東
嶽
。」　

『
爾
雅
』
に
曰
く
、「
太
山
を
東
嶽
と
為
す
」
と
、

（
『
爾
雅
』
に
「
太
山
を
東
岳
と
す
る
」
と
あ
り
、
）

○
「
爾
雅
曰
」
…
『
爾
雅
』
釈
山
に
「
泰
山
為
東
岳
」
と
。
○
「
太
山
」
…
『
旧
唐
書
』『
全
唐
文
』
と
も
に
「
泰
山
」
に
作
る
。

○
「
嶽
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
岳
」
に
作
る
。
○
「
曰
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
云
」
に
作
る
。

22　

周
官
曰
：
「

州
之
鎭
山
。」　

『
周
官
』
に
曰
く
、「
兗
州
の
鎮
山
な
り
」
と
。

（
ま
た
『
周
礼
』
に
は
「
泰
山
は
兗
州
の
鎮
山
で
あ
る
」
と
あ
る
。）

○
「
周
官
曰
」
…
『
周
礼
』
夏
官
・
司
馬
に
「
河
東
曰
兗
州
、
其
山
鎮
曰
岱
山
」
と
。

23　

實
惟
天
帝
之
孫
、
羣
靈
之
府
、　

実
に
惟
れ　

天
帝
の
孫
、
群
霊
の
府
に
し
て

（
実
に
こ
の
泰
山
こ
そ
は
、
天
帝
天
神
の
血
筋
を
引
い
た
多
く
の
神
霊
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
）

○
「
惟
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
惟
」
字
を
欠
く
。

24　

其
方
處
萬
物
之
始
、
故
稱
岱
焉
、　

其
の
方
は
万
物
の
始
め
に
處お

る
が
故
に
岱
と
称
し
、

（
そ
の
東
方
の
方
位
は
万
物
運
行
の
始
ま
り
を
示
す
の
で
、「
岱
」
と
称
し
、
）

○
「
惟
天
帝
之
孫
、
羣
靈
之
府
、
其
方
處
」
の
十
二
字
、『
旧
唐
書
』
本
に
脱
す
。
○
清
・
郝
懿
行
『
爾
雅
郭
注
義
疏
』
中
七
に
「
東

方
為
岱
者
、
言
万
物
更
相
代
於
東
方
也
」
と
。

25　

其
位
居
五
嶽
之
伯
、
故
稱
宗
焉
。　

其
の
位
は
五
嶽
の
伯
に
居
る
が
故
に
宗
と
称
す
。
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

（
そ
の
位
階
は
東
岳
泰
山
・
南
岳
霍
山
・
北
岳
恒
山
・
西
岳
華
山
・
中
岳
嵩
山
の
五
岳
の
長

子
格
で
あ
る
の
で
、
宗
と
称
す
る
。）

○
「
其
位
居
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
其
居
稱
」
に
作
る
。
○
「
嶽
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』
は
「
岳
」
に
作
る
。

26　

自
昔
王
者
受
命
易
姓
、　

昔
よ
り
、
王
者
は
命
を
受
け
て
姓
を
易か

ふ
、

（
古
よ
り
、
地
上
の
王
者
は
天
命
を
受
け
て
易
姓
革
命
を
行
っ
て
き
た
し
、
）

○
「
王
者
受
命
」
…
『
尙
書
』
召
誥
に
「
惟
王
受
命
」
と
。

27　

於
是
乎
、
啓
天
地
、
薦
成
功
、　

是
に
於
い
て
か
、
天
地
に
啓
し
、
成
功
を
薦
し
、

（
そ
こ
で
、
こ
の
泰
山
に
お
い
て
、
革
命
に
成
功
し
た
こ
と
を
天
地
の
神
に
告
げ
、
）

28　

序
圖
録
、
紀
氏
号
。　

図
録
を
序の

べ
、
氏
号
を
紀
す
。

（
新
帝
の
氏
族
を
紀
し
た
図
録
を
申
し
立
て
て
来
た
。）

○
「
録
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
籙
」
に
作
る
。
○
「
号
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
い
ず
れ
も
「
號
」

に
作
る
。

29　

朕
統
承
先
王
、
茲
率
厥
典
、　

朕
、
先
王
を
統
承
し
、

茲
す
な
は
ち

ち
厥そ

の
典
に
率
し
た
が

ふ
は
、

（
朕
は
先
王
の
伝
統
を
継
承
し
、
先
王
の
封
禅
の
儀
典
に
則
っ
た
が
、
）

○
「
統
承
先
王
」
…
『
尚
書
』
微
子
之
命
に
「
統
承
先
王
、
修
其
礼
物
」
と
。
○
「
茲
率
厥
典
」
…
『
尚
書
』
仲
虺
之
命
に

「
茲
率
厥
典
、
奉
若
天
命
」
と
。

30　

實
欲
報
玄
天
之
眷
命
、　

実
に
玄
天
の
眷
命
に
報
い
、

（
こ
の
こ
と
は
、
実
に
天
神
の
ご
加
護
に
報
い
、
）

○
「
玄
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
玄
」（
最
後
の
一
画
を
欠
く
）、『
金
石
萃
編
』
は
「
廟
諱
」、『
全
唐
文
』
は
「
元
」
に
作
る
。「
玄
」
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

は
清
康
煕
帝
の
諱
で
あ
る
。

31　

爲
蒼
生
之
祈
福
、　

蒼
生
の
為
に
、
之
れ
福
を
祈
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
に
し
て
、

（
万
民
の
幸
福
を
祈
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
）

○
「
之
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
而
」
に
作
る
。

32　

豈
敢
高
視
千
古
、　

豈
に
千
古
に
高
視
し
、

（
ど
う
し
て
自
分
を
悠
久
の
歴
史
上
に
高
く
置
き
、
）

33　

自
比
九
皇
哉
!　

自
ら
を
九
皇
に
比
べ
ん
や
!

（
伝
説
上
の
九
人
の
人
皇
に
比
べ
た
り
な
ど
し
よ
う
か
!
）

○
「
比
九
皇
」
…
『
史
記
』
孝
武
紀
に
「
高
世
比
徳
于
九
皇
」
と
。

34　

故
設
壇
場
於
山
下
、　

故
に
壇
場
を
山
下
に
設
け
、

（
そ
こ
で
、
祭
壇
を
泰
山
の
麓
に
設
け
、
）

○
「
故
設
壇
場
於
山
下
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
、
以
下
「
故
設
壇
場
、
答
休
命
」
と
続
き
、
拙
稿
の
第
三
十
四
句
「
於
山
下
」

〜
第
七
十
八
句
「
余
小
子
敢
對
揚
上
帝
之
」
に
至
る
長
文
の
部
分
を
脱
す
る
。

35　

受
羣
方
之
助
祭
、　

羣
方
の
助
祭
を
受
け
、

（
四
方
八
方
に
助
壇
を
配
置
し
、
）

36　

躬
封
燎
於
山
上
、　

躬
み
ず
か

ら
燎
を
山
上
に
封
じ
、

（
朕
自
ら
泰
山
の
山
頂
で
御
神
火
を
焚
き
、
）

37　

冀
一
獻
之
通
神
。　

一
献
の
神
に
通
ず
る
を
冀
こ
い
ね
がふ

。
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

（
こ
の
奉
献
が
天
神
に
通
じ
る
こ
と
を
祈
っ
た
。）

38　

斯
亦
因
高
崇
天
、　

斯
れ
亦
た
高
き
に
因
り
て
天
を
崇
た
っ
と

び
、

（
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
泰
山
の
高
さ
に
あ
や
か
っ
て
上
天
を
崇
拝
し
、
）

39　

就
廣
増
地
之
義
也
。』　

広
き
に
就
い
て
地
を
増
す
の
義
な
り
。

（
広
大
な
大
地
に
つ
い
て
、
そ
の
価
値
を
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。）

40　

乃
仲
冬
庚
寅
、
有
事
東
嶽
、　

乃
ち
仲
冬
庚
寅
、
東
嶽
に
事ま
つ

る
有
り
、

（
そ
こ
で
、
仲
冬
庚
寅
（
開
元
十
三
年
〔
七
二
五
〕
陰
暦
十
一
月
十
日
）
に
、
東
岳
で
封
禅
の
儀
を
行
い
、
）

○
「
嶽
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
岳
」
に
作
る
。

41　

類
于
□
□
□
□
上
帝
、
配
□
□
□
□
□
□
我
高
祖
、　

□
□
□
□
上
帝
を
類ま
つ

り
、
□
□
□
□
□
□
我
が
高
祖
を
配
す
れ
ば
、

 

（
上
帝
を
四
方
に
祭
り
、
そ
こ
に
我
が
高
祖
帝
《
李
淵
》
を
配
す
れ
ば
、
）

○
「
類
于
上
帝
」
…
『
尙
書
』
舜
典
に
「
肆
類
于
上
帝
」
と
。『
唐
文
粋
』
は
「
類
于
昊
天

二
字

應
乙

天
帝
」
と
す
る
。
割
注
は
倒

字
「
天
昊
」
の
指
示
で
あ
ろ
う
。「
于
」、『
全
唐
文
』
は
「
於
」
に
作
る
。
○
「
配
我
高
祖
、
在
天
之
神
」
…
『
唐
文
粋
』
は

「
配
我

高
祖

在
天

之
神
」
と
す
る
。
○
「
配
」
…
あ
わ
せ
ま
つ
る
。
配
享
。

42　

在
天
之
神
、
罔
不
畢
降
。　

天
に
在
る
の
神
は
、
畢
こ
と
ご
とく

降
ら
ざ
る
は
罔な

し
。

（
天
上
の
神
は
、
こ
と
ご
と
く
降
神
し
な
い
も
の
は
な
い
。）

○
「
罔
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
网
」
に
作
る
。

43　

粤
翌
日
、
禪
於
社
首
、　

粤こ
こ

に
、
翌
日
、
社
首
に
禅
し
、

（
こ
う
し
て
、
翌
十
一
月
十
一
日
、
社
首
の
地
で
地
神
を
祭
り
、
）
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

○
禅
…
地
を
は
ら
っ
て
天
地
神
を
祭
る
。
○
社
首
…
泰
山
の
麓
の
地
名
。

44　

侑
□
□
□
□
□
□
我
聖
考
、
祀
於
□
□
□
□
皇
祇
、　

□
□
□
□
□
□
我
が
聖
考
を
佑
し
て
、
□
□
□
□
皇
祇
を
祀
れ
ば
、

（
我
が
先
帝
《
睿
宗
李
旦
》
の
加
護
を
祈
っ
て
、
地
神
を
祭
れ
ば
、
）

○
「
我
聖
考
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
空
格
無
し
（
他
の
テ
キ
ス
ト
は
空
格
の
配
慮
を
し
な
い
）。
○
「
侑
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
佑
」

に
作
る
。

45　

在
地
之
神
、
罔
不
咸
舉
。　

地
に
在
る
の
神
は
、
咸み

な
挙ま
つ

ら
ざ
る
は
罔な

し
。

（
地
上
の
神
は
、
み
な
祭
り
尊
ば
な
い
も
の
は
な
い
。）

○
「
之
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
小
字
の
「
之
」
に
作
る
。
○
「
罔
不
咸
擧
」
…
『
詩
経
』
大
雅
・
雲
漢
に
「
靡
神
不
擧
」
と
。

○
「
罔
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
网
」
に
作
る
。

46　

曁
壬
辰
、
覲
羣
后
、　

壬
辰
に
曁お
よ

び
、
羣
后
を
覲み

る
に
、

（
十
一
月
十
二
日
壬
辰
に
な
る
と
、
朕
は
諸
侯
に
謁
見
し
た
が
、
）

47　

上
公
進
曰
、
天
子
膺
天
符
、
納
介
福
。　

上
公
は
進
み
て
曰
く
、「
天
子
は
天
符
を
膺う

け
、
介
福
を
納い

る
べ
し
」
と
。

（
上
公
は
進
上
し
て
、「
天
子
は
天
命
を
受
け
、
大
福
を
得
ら
れ
た
」
と
い
う
。）

○
「
膺
天
符
」
…
『
尙
書
』
武
成
に
「
誕
膺
天
命
」
と
。

48　

羣
臣
拜
稽
首
、
千
萬
歳
、　

羣
臣
は
拜
し
て
稽
首
し
、
千
万
歳
を
さ
け
び
、

（
群
臣
は
拝
礼
し
て
、
千
歳
万
歳
を
呼
号
し
、
）

○
「
千
萬
歳
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
呼
萬
歳
」、『
唐
文
粋
』
は
「
千
│
│
萬
歳
」
に
作
る
。
○
「
拜
稽
首
」
…
『
尙
書
』
舜

典
に
「
禹
拜
稽
首
」
と
。

49　

慶
答
歡
同
、
陳
誡
以
徳
。　

慶
答
え
て
歓
同
じ
く
し
、
陳
誡
す
る
に
徳
を
以
て
せ
ん
と
す
。
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唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

（
共
に
歓
楽
し
、
戒
め
述
べ
て
、
全
て
天
子
の
徳
に
よ
る
こ
と
を
奏
上
す
る
。）

○
「
答
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
合
」、『
唐
文
粋
』『
金
石
萃
編
』
は
「
荅
」
に
作
る
。
答
・
荅
は
同
じ
。
○
「
陳
」
…
『
旧
唐
書
』

は
「
乃
陳
」
と
す
る
。『
金
石
萃
編
』
は
「
陳
□
誡
」
に
作
る
。
○
「
陳
誡
于
徳
」
…
『
尙
書
』
咸
有
一
徳
に
「
伊
尹
〜
将
吿
帰
、

乃
陳
誡
于
徳
」
と
。

50　

大
渾
叶
度
、
彝
倫
攸
敍
、　

大
渾
は
度
に
叶か
な

ひ
、
彝
倫
は
攸
ゆ
る
や
かに
敍
す
る
は
、

（
こ
う
し
て
、
渾
天
の
運
行
が
協
和
し
、
天
下
の
倫
理
が
ゆ
っ
た
り
調
和
し
て
い
る
の
は
、
）

○
「
叶
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
協
」
に
作
る
。

51　

三
事
百
揆
、
時
乃
之
功
。　

三
事
・
百
揆
、
時こ
れ　

乃
な
ん
じ

の
功
な
り
。

（
大
夫
や
長
官
よ
、
そ
な
た
た
ち
の
功
績
で
あ
る
。）

○
「
三
事
」
…
三
事
大
夫
。
○
「
百
揆
」
…
国
政
長
官
。『
尙
書
』
舜
典
に
「
納
于
百
揆
、
百
揆
是
敍
」
と
。

52　

萬
物
由
庚
、
兆
人
允
植
、　

万
物
は
由
庚
し
、
兆
人
は
允
植
す
る
は
、

（
万
物
が
あ
る
べ
き
所
に
あ
り
、
万
民
が
喜
ん
で
植
裁
に
従
事
す
る
の
は
、
）

○
「
萬
物
由
庚
」
…
「
由
庚
」
は
『
詩
経
』
小
雅
の
篇
名
、『
詩
経
』
序
に
「
由
庚
、
萬
物
得
由
其
道
也
」
と
。
本
文
は
佚
。

○
「
兆
人
」
…
兆
民
＝
万
民
。
太
宗
李
世
民
の
避
諱
。『
禮
記
』
内
則
に
「
降
徳
于
衆
兆
民
」
と
。

53　

列
牧
衆
宰
、
時
乃
之
功
。　

列
牧
・
衆
宰
、
時こ
れ　

乃
な
ん
じ

の
功
な
り
。

（
多
く
の
州
官
や
県
官
よ
、
そ
な
た
た
ち
の
功
績
で
あ
る
。）

○
「
衆
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
眾
」
に
作
る
。

54　

一
二
兄
弟
、
篤
行
孝
友
、　

一
二
の
兄
弟
は
、
篤
く
孝
友
を
行
ひ
、

（
我
が
一
二
の
兄
弟
は
、
父
母
へ
の
忠
孝
、
兄
弟
へ
の
友
愛
を
実
行
し
、
）
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唐
・
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宗
の
「
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銘
」
に
つ
い
て
（
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訳
稿
）

○
「
一
二
」
…
『
尙
書
』
康
王
之
誥
に
「
一
二
臣
衛
」
と
。
○
「
篤
行
」
…
『
礼
記
』
中
庸
に
「
明
辦
之
、
篤
行
之
」
と
。
○
「
篤
」

…
『
金
石
萃
編
』
は

に
作
る
。

55　

錫
類
萬
國
、
時
唯
休
哉
!　

類
を
万
国
に
錫あ
た

ふ
る
は
、
時こ
れ

唯
だ
休よ

き
哉
!

（
万
国
に
善
行
を
示
し
与
え
た
の
は
、
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
。）

○
「
錫
類
」
…
『
詩
経
』
大
雅
・
既
醉
に
「
永
錫
爾
類
」
と
。
○
「
唯
」
…
『
全
唐
文
』『
金
石
萃
編
』
は
「
惟
」
に
作
る
。

56　

我
儒
制
禮
、
我
史
作
樂
、　

我
が
儒
は
礼
を
制
し
、
我
が
史
は
楽
を
作
り
、

（
我
が
朝
の
儒
者
は
封
禅
の
儀
礼
を
制
定
し
、
史
官
は
封
禅
の
楽
章
を
作
り
、
）

57　

天
地
擾
順
、
時
惟
休
哉
!　

天
地
擾
順
な
る
は
、
時こ
れ

惟
だ
休よ

き
哉
!

（
天
地
万
物
が
順
和
に
な
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
。）

○
「
惟
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
唯
」、『
唐
文
粋
』
は
「
維
」
に
作
る
。

58　

蠻
夷
戎
狄
、
重
譯
來
貢
、　

蠻
夷
戎
狄
、
訳
を
重
ね
て
来
り
貢
す
る
は
、

（
東
西
南
北
の
異
民
族
が
、
通
訳
を
重
ね
て
我
が
朝
に
来
貢
す
る
の
は
、
）

○
「
蠻
夷
戎
狄
」
…
『
禮
記
』
王
制
に
「
東
方
曰
夷
〜
、
南
方
曰
蠻
〜
、
西
方
曰
戎
〜
、
北
方
曰
狄
〜
」
と
。

59　

□
□
□
□
□
累
聖
之
化
、
朕
何
慕
焉
。　

□
□
□
□
□
累
聖
の
化
に
し
て
、
朕
何
ぞ
焉
を
慕
は
ん
や
。

（
歴
代
帝
王
の
重
な
る
徳
化
の
賜
物
で
あ
っ
て
、
朕
は
何
に
も
ま
し
て
敬
慕
す
る
。）

60　

五
靈
百
寶
、
日
來
月
集
、　

五
霊
・
百
宝
、
日
に
来
た
り
月
に
集
ま
り
、

（
ま
た
聖
世
を
象
徴
す
る
鳥
獣
や
金
銀
財
宝
が
、
毎
日
毎
月
集
ま
り
蓄
え
ら
れ
、
）

○
「
五
霊
」
…
麒
麟
・
鳳
凰
・
亀
・
龍
・
白
虎
の
神
霊
鳥
獣
。

61　

會
昌
之
運
、
朕
何
感
焉
。　

会
昌
の
運
た
る
は
、
朕
何
ぞ
焉
を
感
ぜ
ん
や
。
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」
に
つ
い
て
（
訓
訳
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（
盛
世
の
気
運
が
漲
っ
て
い
る
こ
と
に
、
朕
は
何
と
も
感
動
す
る
。）

○
「
感
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
惑
」
に
作
る
。

62　

凡
今
而
後
、

乃
在
位
、　

凡
そ
今
よ
り
後
は
、
儆
つ
つ
し

み
て
位
に
在
り
、

（
朕
は
、
こ
れ
よ
り
以
後
は
、
い
っ
そ
う
慎
ん
で
皇
帝
の
位
に
在
り
、
）

63　

一
王
度
、
齊
象

、　

王
度
を
一
に
し
、
象
法
を
斉
と
と
の

へ
、

（
王
法
を
統
一
し
、
政
治
の
法
式
を
整
え
、
）

○
「
灋
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
法
」
に
作
る
。「
灋
」
は
古
字
。

64　

舊
章
、
補
缺
政
、　

旧
章
を
搉は
か

り
、
缺
政
を
補
ひ
、

（
旧
法
を
調
べ
て
改
め
、
政
治
の
欠
陥
を
補
充
し
、
）

○
「
搉
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
權
」、『
唐
文
粋
』
は
「
搉
」、『
全
唐
文
』『
金
石
萃
編
』
は
「
搉
」
に
作
る
。
共
に
意
は
同
じ
。

65　

存
易
簡
、
去
煩
苛
、　

易
簡
を
存
し
、
煩
苛
を
去の
ぞ

き
、

（
平
易
簡
潔
な
法
律
を
保
存
し
て
、
煩
瑣
な
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
に
努
め
、
）

○
「
易
簡
」
…
『
易
』
繋
辭
伝
上
に
「
易
則
易
知
、
簡
則
易
從
」
と
。『
唐
文
粋
』
は
「
簡
易
」
に
作
る
。

66　

思
立
人
極
、
乃
見
天
則
。』　

思こ
こ

に
人
極
を
立
て
、
乃
ち
天
則
を
見
あ
ら
わ

さ
ん
。』

（
こ
こ
に
、
人
と
し
て
至
高
の
基
準
を
立
て
、
天
の
法
則
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。）

○
「
人
極
」
…
『
太
極
図
説
』
に
「
聖
人
定
之
以
中
正
仁
義
、
〜
立
人
極
焉
」
と
。
ま
た
『
易
経
』
乾
辞
に
「
乾
元
用
九
、

乃
見
天
則
」
と
。

67　

於
戲
!
天
生
蒸
人
、
惟
后
時
乂
、　

於あ

戲あ

、
天
は
蒸ば
ん

人み
ん

を
生
は
ぐ
く

み
、
惟
だ
后
て
い
お
うの
み　

時こ
れ　

乂お
さ

め
、
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い
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訳
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（
あ
あ
、
上
天
が
万
民
を
育
む
な
か
、
地
上
の
聡
明
な
皇
帝
は
よ
く
治
め
、
）

○
「
天
生
蒸
人
」
…
『
詩
経
』
大
雅
、
蒸
民
に
「
天
生
蒸
民
」
と
。「
民
」
は
太
宗
李
世
民
の
諱
に
よ
り
、「
人
」
に
改
め
る
。

○
「
時
乂
」
…
『
尙
書
』
仲
虺
之
誥
に
「
惟
天
聡
明
時
乂
」
と
。

68　

能
以
美
利
利
天
下
、
事
天
明
矣
。　

能よ

く
美
利
を
以
て
天
下
を
利
し
、
天
に
事つ
か

ふ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

（
よ
く
天
下
に
大
利
を
も
た
ら
し
、
天
帝
に
事
え
て
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。）

○
「
能
以
美
利
利
天
下
」
…
『
易
経
』
乾
卦
・
文
言
に
「
乾
始
能
以
美
利
利
天
下
」
と
。

69　

地
徳
載
物
、
惟
后
時
相
、　

地
は
載ば
ん

物ぶ
つ

を
徳め
ぐ

み
、
惟
だ
后
て
い
お
うの

み　

時こ
れ　

相た
す

け
、

（
ま
た
、
大
地
が
万
物
に
恵
み
を
与
え
る
な
か
、
聡
明
な
皇
帝
は
こ
れ
を
相
助
け
、
）

70　

能
以
厚
生
生
萬
人
、
事
地
察
矣
。　

能よ

く
厚
生
を
以
て
万
人
を
生
は
ぐ
く

み
、
地
に
事つ
か

へ
て
察
な
り
。

（
よ
く
万
民
の
生
計
や
衣
食
を
充
足
さ
せ
、
地
の
神
に
事
え
て
そ
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
。）

○
「
事
天
明
」「
事
地
察
」
…
『
孝
経
』
応
感
章
に
「
子
曰
、
昔
者
明
王
、
事
父
孝
、
故
事
天
明
、
事
母
孝
、
故
事
地
察
。」
と
。

71　

天
地
明
察
、
鬼
神
著
矣
。　

天
地
明
察
な
れ
ば
、
鬼
神
著あ
ら
はれ

ん
。

（
天
の
上
下
共
に
こ
の
よ
う
に
明
察
で
あ
れ
ば
、
天
神
も
降
臨
し
て
大
福
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。）

72　

惟
□
□
□
□
□
我
藝
祖
文
考
、
精
爽
在
天
、　

惟そ

れ
我
が
□
□
□
□
□
芸
祖
・
文
考
は
、
精
爽
天
に
在
り
、

（
さ
て
、
我
が
芸
祖
た
る
高
祖
（
李
淵
）
や
文
考
た
る
睿
宗
（
李
旦
）
は
、
そ
の

霊
魂
は
天
上
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
が
、
）

○
「
藝
祖
」
…
文
徳
才
芸
あ
る
先
祖
の
美
称
。『
尙
書
』
舜
典
に
「
格
子
藝
祖
」
と
。
○
精
爽
＝
霊
魂
、
み
た
ま
。

73　

其
曰
「
懿
余
幼
孫
、
克
享
□
□
□
□
上
帝
、　

其
れ
曰
く
「
懿あ
あ

余
が
幼
孫
、
克よ

く
□
□
□
□
上
帝
を
享う

け
よ
、
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て
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（
そ
の
仰
せ
に
曰
く
、「
お
お
、
我
が
幼
孫
（
＝
玄
宗
李
隆
基
）
よ
、
し
っ
か
り
と

天
帝
を
祭
る
の
だ
、
）

○
「
余
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
爾
」、『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
予
」
に
作
る
。

74　

惟
□
□
□
□
帝
時
若
、
馨
香
其
下
」。　

惟そ

れ
□
□
□
□
帝
は
時こ
れ

若し
た
がひ

、
其
の
下
に
馨
香
す
」
と
。

（
天
帝
は
従
順
で
あ
る
の
で
、
祭
壇
に
篤
く
お
祭
り
を
す
れ
ば
、
必
ず
福
を
も
た
ら
す
で

あ
ろ
う
。）
」
と
。）

○
「
時
若
」
…
『
詩
経
』
大
雅
、
蒸
民
に
「
天
子
是
若
」
と
。
是
と
時
は
同
義
、
若
は
順
の
意
。
○
「
惟
帝
時
若
」
…
『
唐

文
粋
』
は
二
行
分
か
ち
書
き
に
す
る
。
○
「
馨
香
」
…
『
尙
書
』
酒
誥
に
「
弗
惟
徳
馨
香
」
と
。

75　

丕
乃
曰
、「
有
唐
氏
文
武
之
曾
孫
隆
基
、　

丕す

な

は乃
ち
曰
く
、「
有
唐
氏
文
武
の
曽
孫
た
る
隆
基
、

（
そ
こ
で
、
私
が
答
え
て
申
す
に
は
、「
有
唐
李
氏
の
文
王
武
王
の
曽
孫
た
る
李
隆
基

は
、
）

○
「
丕
乃
」
…
そ
こ
で
。『
尙
書
』
盤
庚
上
に
「
丕
乃
敢
大
言
、
汝
有
積
徳
」
と
。

76　

誕
錫
新
命
、

戎
舊
業
、　

誕こ
こ

に
新
命
を
錫た
ま

は
り
、
戎
な
ん
じ

が
旧
業
を
継
が
ん
、

（
こ
こ
に
新
た
に
天
命
を
授
け
、
前
代
帝
王
の
偉
業
を
継
承
し
、
）

○
「
戎
」
…
汝
に
同
じ
。『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』
は
「
我
」
に
作
る
。

77　

永
保
天
禄
、
子
孫
其
承
之
」。　

永
く
天
禄
を
保
ち
、
子
孫
其
れ
之
を
承
け
ん
。」
と
。

（
永
く
福
禄
を
保
持
し
、
そ
の
子
孫
も
長
く
之
を
継
承
致
し
た
い
」
と
。）

78　

余
小
子
、
敢
對
揚
□
□
□
□
上
帝
之
休
命
、　

余
小
子
、
敢
て
□
□
□
□
上
帝
の
休
命
を
対
揚
し
、
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て
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（
私
小
子
（
玄
宗
）
は
敢
え
て
上
帝
の
美
し
き
天
命
に
答
え
奉
る
た
め
に
、
）

○
「
余
小
子
」
…
余
小
子
は
古
代
帝
王
の
謙
称
。『
尙
書
』
太
甲
に
「
余
小
子
不
明
与
徳
」
と
。『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
予

小
子
」
に
作
る
。
○
「
上
帝
之
休
命
」
…
『
尙
書
』
説
命
に
「
敢
対
揚
天
子
之
休
命
」
と
。

79　

則
亦
與
百
執
事
、
尚
綏
兆
人
、　

則
ち
亦
た
百
の
執
事
と
兆
人
を
尚
綏
し
、

（
多
数
の
役
人
た
ち
と
、
万
民
を
安
ん
じ
、
）

○
「
兆
人
」
…
前
五
十
二
句
の
注
に
同
じ
。

80　

將
多
于
前
功
、
而
毖
彼
後
患
。　

将
に
前
功
よ
り
多
く
、
而
し
て
彼
の
後
患
を
毖
つ
つ
し

ま
ん
。

（
前
王
の
功
績
を
更
に
抜
き
ん
で
、
後
の
患
い
を
慎
み
た
い
。）

○
『
詩
経
』
周
頌
・
小
毖
に
「
予
其
懲
、
而
毖
後
患
」
と
。
○
「
于
」
…
『
全
唐
文
』
は
「
於
」
に
作
る
。

81　

一
夫
不
獲
、
萬
方
其
罪
予
。　

一
夫
獲
ざ
れ
ば
、
万
方
其
れ
予
を
罪
せ
ん
。

（
万
民
が
一
人
で
も
適
所
を
得
な
け
れ
ば
、
天
下
は
私
を
罪
す
る
で
あ
ろ
う
。）

○
「
一
夫
不
獲
」
…
『
尙
書
』
説
命
に
「
一
夫
不
獲
、
則
曰
、
時
予
之
辜
。」
と
。
○
「
萬
方
其
罪
予
」
…
『
尙
書
』
湯
誥
に
「
其

爾
萬
方
有
罪
、
在
予
一
人
、
予
一
人
有
罪
、
無
以
爾
萬
方
」
と
。
○
「
予
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
余
」
に
作
る
。

82　

弌
心
有
終
、
上
天
其
知
我
。　

弌
心
に
て
終
わ
る
有
る
は
、
上
天
其
れ
我
を
知
ら
ん
。

（
私
が
こ
の
よ
う
に
一
心
を
貫
く
の
は
、
上
天
も
私
の
真
心
を
解
っ
て
下
さ
る
で
あ
ろ
う
。）

○
「
弌
心
」
…
『
旧
唐
書
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
一
心
」、『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
金
石
萃
編
』
は
「
一
人
」
に
作
る
。

83　

朕
惟
寶
行
三
徳
、
曰
慈
、
儉
、
謙
。　

朕
は
惟
だ
三
徳
を
宝
行
す
る
の
み
、
曰
く
慈
、
倹
、
謙
と
。

（
朕
は
た
だ
三
つ
の
徳
を
重
点
実
行
す
る
の
み
、
曰
く
、
慈
、
倹
、
謙
と
。）

○
「
惟
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
維
」
に
作
る
。
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84　

慈
者
、
覆
無
疆
之
言
、　

慈
な
る
者
は
、
無
疆
の
言
を
覆
し
、

（
茲
と
は
、
慈
愛
深
く
、
無
限
の
玉
言
を
反
復
し
て
心
に
刻
み
、
）

85　

儉
者
、
崇
將
來
之
訓
、　

倹
な
る
者
は
、
将
来
の
訓
を
崇
び
、

（
倹
と
は
、
謙
虚
に
つ
づ
ま
し
く
、
将
来
の
訓
戒
を
尊
び
守
る
意
で
あ
る
。）

○
「
倹
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
險
」
に
誤
る
。

86　

自
滿
者
人
損
、
自
謙
者
天
益
。　

自
ら
満
つ
る
者
は
人
損そ
こ
なひ

、
自
ら
謙
な
る
者
は
天
益
す
。

（
自
ら
満
足
す
れ
ば
他
人
に
批
判
さ
れ
、
自
ら
謙
虚
で
あ
れ
ば
天
が
味
方
す
る
。）

○
「
自
満
者
人
損
、
自
謙
者
天
益
」
…
『
尙
書
』
大
禹
謨
に
「
満
招
損
、
謙
受
益
」
と
あ
り
、
そ
の
孔
氏
伝
に
「
自
満
者
人

損
之
、
自
謙
者
人
益
之
」
と
。

87　

苟
如
是
、
則
軌
迹
易
循
、
基
構
易
守
。　

苟
い
や
し
くも
是
の
如
く
あ
れ
ば
、
則
ち
軌
迹
も
循
し
た
が

ひ
易
く
、
基
構
も
守
り
易
か
ら
ん
。

（
も
し
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
先
人
の
軌
跡
も
従
い
や
す
く
、
国
家
の
組
織
も
保
持
し

や
す
い
で
あ
ろ
う
。）

○
「
苟
如
是
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
如
是
」
に
作
る
。
○
「
基
構
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
基
搆
」
に
作
る
。

88　

磨
石
璧
、
刻
金
記
、　

石
璧
を
磨
し
、
金
記
を
刻
す
れ
ば
、

（
そ
こ
で
、
泰
山
山
頂
の
玉
石
の
巖
を
磨
き
、
そ
こ
に
金
字
を
銘
記
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
）

○
「
刻
金
記
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
刻
金
石
」、『
冊
府
元
亀
』
は
「
刻
金
字
」
と
す
る
。

89　

後
之
人
、
聴
詞
而
見
心
、　

後
の
人
の
、
詞
を
聴
き
て
心
を
見
、

（
後
世
の
人
が
、
朕
の
言
辞
を
聴
い
て
朕
の
真
心
を
見
、
）

○
「
後
之
人
、
聽
詞
」
…
『
旧
唐
書
』
は
「
冀
後
人
之
聽
辭
」、『
冊
府
元
亀
』
は
「
冀
後
之
人
聽
詞
」
と
す
る
。
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戾尙吿

90　

觀
末
而
知
本
。』　

末
を
観
て
本
を
知
ら
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
表
現
さ
れ
た
文
字
の
底
意
を
汲
ん
で
、
朕
の
本
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。）

91　

銘
曰
、
維
天
生
人
、
立
君
以
理
、　

銘
に
曰
く
、
維こ

れ
天
は
人
を
生
じ
、
君
を
立
て
以
て
理お
さ

め
、

（
銘
文
に
云
う
、
そ
れ
天
は
万
民
を
生
育
す
る
が
、
君
王
を
立
て
て
代
わ
り
に
天
下
を
治
め

さ
せ
、
）

○
「
維
天
生
人
」
…
『
尙
書
』
仲
虺
之
誥
に
「
惟
天
生
民
有
欲
」
と
。
○
「
維
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
惟
」
に
作
る
。

92　

維
君
受
命
、
奉
天
爲
子
。　

維
れ
君
は
命
を
受
け
、
天
を
奉
じ
て
子
と
為
る
。

（
君
王
は
天
命
を
受
け
、
天
を
奉
っ
て
天
子
と
な
る
も
の
で
あ
る
。）

○
「
維
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
惟
」
に
作
る
。

93　

代
去
不
留
、
人
來
無
已
、　

代
去
り
て
留
ま
ら
ず
、
人
来
り
て
已
む
無
く
、

（
天
子
は
代
々
移
り
行
き
、
留
ま
る
こ
と
が
な
い
な
か
、
）

94　

徳
涼
者
滅
、
道
高
斯
起
。」　

徳
の
涼う
す

き
者
は
滅
び
、
道
の
高
き
は
斯
れ
起
く
。

（
徳
の
薄
い
天
子
は
滅
び
、
高
徳
の
天
子
の
御
代
は
栄
え
る
で
あ
ろ
う
。）

○
「
徳
涼
」
…
『
左
伝
』
荘
公
三
十
二
年
に
「
虢
多
涼
徳
」
と
。

95　

赫
赫
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□　
　

赫
赫
た
る
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

高
祖
、
明
明
□
□
□
□
□
□
太
宗
、　
　
　
　
　
　
　

高
祖
、
明
明
た
る
□
□
□
□
□
□
太
宗
、

（
輝
か
し
く
も
唐
朝
を
建
国
さ
れ
た
高
祖
（
李
淵
）、
明
察
で
あ
ら
れ
た

太
宗
（
李
世
民
）
皇
帝
は
、
）
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○
「
高
祖
」
…
唐
朝
の
開
祖
李
淵
。
碑
刻
原
文
で
は
、
字
前
の
前
行
十
七
字
の
空
格
を
置
い
て
、「
高
祖
」
に
改
行
す
る
（
付

録
写
真
参
照
）
。
第
四
一
句
の
「
我
高
祖
」
が
六
字
の
空
格
で
あ
り
、
以
下
の
「
高
宗
」
（
六
字
空
格
）「
睿
宗
」
（
八
字
空
格
）
に

比
し
て
も
、
空
格
が
異
常
に
長
い
の
は
、「
高
祖
」
へ
の
最
高
畏
敬
を
示
す
以
外
の
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
空
格
の
部
分

に
凹
み
や
ひ
び
割
れ
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
金
石
萃
編
』
の
空
格
は
八
字
で
改
行
す
る
。

96　

爰
革
隋
政
、
奄
有
萬
邦
。　

爰こ
こ

に
隋
政
を
革
あ
ら
た

め
、
奄お
お

ひ
て
万
邦
有
り
。

（
隋
朝
を
革
命
し
、
そ
の
威
令
は
全
国
を
覆
っ
た
。）

○
「
隋
」
…
『
金
石
萃
編
』
は
「
隨
」
に
誤
る
。
○
「
奄
有
萬
邦
」
…
『
詩
経
』
周
頌
・
執
競
に
「
奄
有
四
方
」
と
。

97　

天
張
宇
、
盡
地
開
封
、　

天
を
罄つ

く
し
て
宇
を
張
り
、
地
を
尽
く
し
て
封
を
開
く
。

（
そ
し
て
天
の
果
て
ま
で
国
境
を
伸
張
し
、
地
の
極
み
ま
で
領
土
を
拡
張
さ
れ
た
。）

98　

武
稱
有
截
、
文
表
時

。」　

武
は
有
截
に
称
さ
れ
、
文
は
時
邕
に
表あ
ら

は
る
。

（
そ
の
武
功
は
海
外
に
ま
で
称
せ
ら
れ
、
そ
の
文
治
は
太
平
を
表
明
し
て
い
る
。）

○
「
有
截
」
…
『
詩
経
』
商
頌
、
長
発
に
「
海
外
有
截
」
と
。

99　

□
□
□
□
□
□
高
宗
稽
古
、
徳
施
周
溥
、　

□
□
□
□
□
□
高
宗
は
古
に
稽
か
ん
が

み
、
徳
を
施
す
こ
と
周あ

ま

ね溥
く
、

（
高
宗
〔
李
治
〕
は
よ
く
古
学
を
修
め
ら
れ
、
そ
の
道
徳
の
恩
沢
は
遍
く
施
さ
れ
、
）

○
「
高
宗
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
高
祖
」
に
誤
る
。
○
「
徳
施
」
…
『
易
』
乾
に
「
見
龍
在
田
、
徳
施
普
也
」
と
。

100　

茫
茫
九
夷
、
削
平
一
鼓
。　

茫
茫
た
る
九
夷
を
、
削
平
す
る
こ
と
一
鼓
な
り
。

（
無
限
に
広
大
な
九
州
中
国
を
、
短
時
日
の
う
ち
に
平
定
し
統
治
さ
れ
た
。）

101　

禮
備
封
禪
、
功
齊
舜
禹
、　

礼
は
封
禅
に
備
は
り
、
功
は
舜
禹
に
斉ひ
と

し
。
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（
そ
の
儀
礼
は
泰
山
の
封
禅
に
備
わ
り
、
そ
の
功
績
は
古
の
舜
や
禹
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。）

○
「
禮
備
封
禅
」
…
乾
封
元
年
（
六
六
六
）
、
高
宗
が
泰
山
で
封
禅
を
挙
行
し
た
こ
と
を
い
う
。

102　

巖
巖
岱
宗
、

我
神
主
。」　

巖
巖
た
る
岱
宗
、
、
我
が
神
主
を
衍
た
の
し

ま
し
む
。

（
以
来
、
高
峻
な
岱
宗
泰
山
に
護
ら
れ
、
我
が
唐
朝
の
神
位
は
喜
び
楽
し
ん
で
い
る
。）

○
「
巖
巖
」
…
『
詩
経
』
魯
頌
・
閟
宮
に
「
泰
山
巖
巖
」
と
。『
旧
唐
書
』
は
「
巖
巍
」
に
作
る
。
○
「
衎
」
…
楽
し
む
。『
詩

経
』
商
頌
・
那
に
「
衎
我
烈
祖
」
と
。『
旧
唐
書
』
は
「
衛
」
に
作
る
。

103　

□
□
□
□
□
□
中
宗
紹
運
、
舊
邦
維
新
、　

□
□
□
□
□
□
中
宗
は
運
を
紹つ

ぎ
、
旧
邦
維こ

れ
新
た
な
り
、

（
中
宗
〔
李
顕
〕
は
皇
位
を
継
承
し
、
武
則
天
の
周
を
一
新
し
た
し
、
）

○
「
舊
邦
維
新
」
…
「
舊
邦
」
は
則
天
武
后
の
周
を
指
す
。『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
に
「
周
雖
舊
邦
、
其
命
維
新
」
と
。
○
「
維

新
」
…
『
全
唐
文
』『
金
石
萃
編
』
は
「
惟
新
」
に
作
る
。

104　

□
□
□
□
□
□
□
□
睿
宗
繼
明
、
天
下
歸
仁
。　

□
□
□
□
□
□
□
□
睿
宗
は
明
を
継
ぎ
、
天
下
は
仁
に
帰
す
。

（
先
帝
の
睿
宗
〔
李
旦
〕
は
中
宗
の
後
を
承
け
、
天
下
は
そ
の
仁
徳
に
帰
服
し
た
。）

○
「
天
下
帰
仁
」
…
『
論
語
』
顔
淵
に
「
一
日
克
己
復
礼
、
天
下
帰
仁
焉
」
と
。
○
「
睿
宗
繼
明
、
天
下
歸
仁
」
…
こ
の
二

句
八
字
は
『
冊
府
元
亀
』
に
欠
く
。

105　

恭
己
南
面
、
氤

化
淳
、　

己
を
恭
つ
つ
し

ん
で
南
面
す
れ
ば
、
氤
氳
と
し
て
化
淳
す
る
も
、

（
中
宗
、
睿
宗
は
自
己
を
戒
め
て
万
民
に
接
し
、
万
物
が
成
長
発
展
す
る
風
気
が
醸
成
さ
れ
た
が
、
）

○
「
恭
己
南
面
」
…
『
論
語
』
衛
霊
公
に
「
恭
己
、
正
南
面
而
已
矣
」
と
。
○
「
氤
氳
」
…
『
易
経
』
繋
辞
伝
下
に
「
天
地

絪
縕
、
万
物
化
醇
」
と
。『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
絪
縕
」
に
つ
く
る
。
○
﹇
化
淳
﹈
…
『
全
唐
文
』
は
﹇
化
醇
﹈
に
作
る
。
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106　

成
之
禮
、
留
諸
後
人
。」　

告
成
の
礼
は
、
諸こ
れ

を
後
人
に
留
む
。

（
国
家
中
興
の
達
成
に
係
る
封
禅
の
儀
礼
は
、
こ
れ
を
後
の
皇
帝
に
託
さ
れ
た
。）

○
「
告
成
」
…
『
詩
経
』
大
雅
・
江
漢
に
「
經
營
四
方
、
告
成
于
王
」
と
。

107　

緬
余
小
子
、
重
基
□
□
□
□
□
□
五
聖
、　

緬お
も

へ
ば
余
小
子
、
重
ね
て
□
□
□
□
□
□
五
聖
に
基
づ
き
、

（
遙
か
に
思
え
ば
、
小
子
た
る
朕
は
、
こ
れ
ら
の
五
皇
帝
の
礎
を
承
け
て
即
位
し
た

が
、
）

○
「
余
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』
は
「
予
」
に
作
り
、『
冊
府
元
亀
』
は
「
餘
」
に
誤
る
。
○
「
五
聖
」
…
高
祖
李
淵
、

太
宗
李
世
民
、
高
宗
李
治
、
中
宗
李
顕
、
睿
宗
李
旦
の
五
帝
を
指
す
。

108　

匪
功
伐
高
、
匪
徳
矜
盛
。　

功
の
高
き
を
伐ほ
こ

る
に
匪あ
ら

ず
、
徳
の
盛
ん
な
る
を
矜ほ
こ

る
に
匪あ
ら

ず
。

（
そ
れ
ら
の
先
帝
に
比
べ
れ
ば
、
朕
は
高
い
功
績
も
、
誇
る
べ
き
道
徳
も
無
か
っ
た
。）

109　

欽
若
祀
典
、
丕
承
永
命
、　

祀
典
に
欽つ

つ

し若
み
、
永
命
を
丕
承
す
れ
ば
、

（
た
だ
先
祖
の
儀
典
に
謹
み
順
い
、
永
遠
の
天
命
を
奉
じ
た
と
こ
ろ
、
）

○
「
欽
若
」
…
敬
い
順
う
。『
尙
書
』
尭
典
に
「
欽
若
昊
天
」
と
。
○
「
永
命
」
…
『
尙
書
』
召
誥
に
「
祈
天
永
命
」
と
。

110　

至
誠
動
天
、
福
我
万
姓
。」　

至
誠
は
天
を
動
か
し
、
我
が
万
姓
を
福た
す

く
。

（
朕
の
至
誠
が
上
天
を
動
か
し
、
我
が
唐
朝
の
万
民
を
加
護
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。）

○
「
万
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
萬
」
に
作
る
。

111　

古
封
太
山
、
七
十
二
君
、　

古
い
に
し
えよ
り
太
山
を
封
ず
る
は
、
七
十
二
君
、
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（
古
来
、
泰
山
で
封
禅
を
挙
行
し
た
君
王
は
七
十
二
名
お
り
、
）

○
「
太
山
」
…
『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
泰
山
」
に
作
る
。
○
「
七
十
二
」
…
『
史
記
』
巻
二
八
、
封
禅

書
に
「
古
者
封
泰
山
禅
梁
父
者
七
十
二
家
」
と
。

112　

或
禪

、
或
禪
云
云
。　

或
い
は
弈
弈
に
禅
し
、
或
い
は
云
云
に
禅
す
。

（
そ
れ
ら
は
、
泰
山
山
麓
の
亭
亭
や
云
云
で
封
禅
の
儀
式
を
行
っ
た
。）

○
「
弈
弈
」「
云
云
」
…
い
ず
れ
も
泰
山
山
麓
の
地
名
。『
旧
唐
書
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
亭
亭
」「
云
云
」
に
作
る
。

113　

其
迹
不
見
、
其
名
可
聞
、　

其
の
迹
は
見
え
ざ
る
も
、
其
の
名
は
聞
く
べ
く
、

（
そ
の
遺
跡
は
不
明
だ
が
、
そ
の
地
名
は
今
日
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。）

114　

祇

□
□
□
□
□
□
文
祖
、
光
昭
舊
勳
。」　

□
□
□
□
□
□
文
祖
に
祇
つ
つ
し
み
し
た
が

遹
ひ
て
、
旧
勲
を
光か
が
や
か昭

せ
ん
と
す
。

（
朕
は
こ
れ
ら
文
徳
の
あ
る
祖
先
に
謹
み
順
い
、
前
代
帝
王
の
偉
業
を
更
に
輝
か
せ

た
く
思
う
。）

○
「
祇
遹
」
…
つ
つ
し
み
、
し
た
が
う
。『
尙
書
』
康
誥
に
「
今
民
將
在
祇
遹
乃
文
考
」
と
。

115　

方
士

誕
、
儒
書
齷
齪
、　

方
士
は
虚
誕
に
し
て
、
儒
書
は
齷あ
く
せ
く齪

、

（
従
来
、
道
教
の
方
士
の
言
は
偽
り
が
多
く
、
儒
家
の
書
は
こ
せ
つ
い
て
狭
く
、
）

○
「
齷あ

く
せ
く齪

」
…
『
旧
唐
書
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
不
足
」
に
作
る
。
○
こ
の
一
節
は
焚
書
坑
儒
を
行
っ
た
秦
始
皇
帝
や
方
士

の
讖
緯
説
を
信
じ
た
後
漢
光
武
帝
の
先
例
を
指
し
て
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
か
ら
約
三
十
年
後
、
玄
宗
自
ら
、
馬
嵬
で

死
し
た
楊
貴
妃
の
霊
魂
を
方
士
に
探
さ
せ
た
（
白
居
易
「
長
恨
歌
」
）
の
は
痛
烈
な
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る
。

116　

佚
后
求
僊
、
誣
神
檢
玉
。　

佚
后
僊
を
求
め
、
神
を
誣
し
玉
を
検
せ
し
む
。
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（
以
前
の
放
佚
な
天
子
は
神
仙
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
神
霊
を
欺
き
、
地
下
に
玉
函
を
埋
め
た
り
し

た
。）

○
「
求
僊
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
は
「
求
仙
」
に
作
る
。
○
「
誣
神
」
…
『
冊
府
元
亀
』
は
「
巫
神
」

に
誤
る
。
○
「
檢
玉
」
…
『
漢
書
』
漢
六
，
武
帝
紀
に
「
登
封
泰
山
」
と
あ
り
、
そ
の
孟
康
注
に
「
王
者
功
成
治
定
、
告
成

功
於
天
。
〜
刻
石
紀
号
、
有
金
策
・
石
函
・
金
泥
・
玉
検
之
封
焉
」
と
。
検
は
函
に
同
じ
。『
冊
府
元
亀
』『
金
石
萃
編
』
は
「
撿

玉
」
に
作
る
。
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
巻
四
四
、
光
武
帝
中
元
一
（A

D

五
六
）
に
も
光
武
帝
の
同
様
の
記
事
が
見
え
る
。

117　

秦
災
風
雨
、
漢

編

、　

秦
は
風
雨
に
災
さ
れ
、
漢
は
編
録
を
汙け
が

す
。

（
そ
の
結
果
、
天
の
怒
り
を
受
け
た
秦
始
皇
帝
は
泰
山
封
禅
時
に
風
雨
に
祟
ら
れ
、
後
漢
の
光
武
帝

は
歴
代
の
封
禅
の
儀
典
を
汚
す
こ
と
と
な
っ
た
。）

○
「
漢
汙
編
録
」
…
『
資
治
通
鑑
』
巻
四
四
、
光
武
帝
建
武
三
十
年
（A

D

五
四
）
に
、「
羣
臣
上
言；

『
即
位
三
十
年
、
宜

封
禅
泰
山
。』
詔
曰；

『
即
位
三
十
年
、
百
姓
怨
気
満
腹
、
〜
何
事
汚
七
十
二
代
之
編
録
！
』
」
と
。『
後
漢
書
』
巻
七
、
祭
祀

上
も
ほ
ぼ
同
じ
。

118　

徳
未
合
天
、
或
承
之
辱
。　

徳
の
未
だ
天
に
合
は
ざ
れ
ば
、
或
い
は
之
を
辱
に
承
く
る
な
り
。

（
皇
帝
の
道
徳
が
天
帝
の
要
望
に
合
わ
な
い
時
は
、
皇
帝
は
恥
辱
に
よ
っ
て
天
罰
を
受
け
る
の
で
あ

る
。）

119　

道
在
觀
政
、
名
非
從
欲
、　

道
は
政
を
観
る
に
在
り
、
名
は
欲
を
従
ほ
し
い
ま
まに

す
る
に
非
ず
。

（
皇
帝
の
道
徳
は
政
治
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
の
名
声
は
ほ
し
い
ま
ま
な
欲
望
か
ら
は

生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。）
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120　

銘
心
絶
巖
、
播

羣
嶽
。」　

心
を
絶
巌
に
銘き
ざ

み
、
群
岳
に
播
告
せ
ん
と
す
。

（
朕
は
、
こ
の
教
訓
を
泰
山
山
頂
の
切
り
立
っ
た
巖
壁
に
刻
み
、
以
て
諸
岳
に
布
告
す
る
の
で
あ
る
。）

○
「
播
告
」
…
『
尙
書
』
商
書
、
盤
庚
上
に
「
王
播
告
之
」
と
。
○
「
羣
嶽
」
…
『
唐
文
粋
』
は
「
羣
岳
」
の
後
に
「
從

石
刻
本
校
正
」
の
二
行
分
か
ち
書
き
の
注
を
入
れ
る
。「
石
刻
本
」
が
何
を
指
す
か
不
明
。
或
い
は
泰
山
の
原
刻
を
指
す
か
。

○
「
羣
嶽
」
…
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』
は
「
羣
岳
」、『
冊
府
元
亀
』
は
「
群
牧
」
に
作
る
。

大
唐
開
元
十
四
年
歳
在
景
寅
、
九
月
乙
亥
朔
十
二
日
景
戍
建　

大
唐
開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
、
歳
は
景
（
丙
）
寅
に
在
り
、
九
月
乙
亥
朔
の
十
二
日
、
景
戍
建
つ
。

（
大
唐
開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
、
丙
寅
、
九
月
乙
亥
朔
の
十
二
日
景
戍
に
建
て
る
。）

○
こ
の
識
語
は
『
旧
唐
書
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
冊
府
元
亀
』
と
も
に
無
い
。
字
体
も
本
文
の
雄
渾
な
隷
書
と
は
異
な
る
。

『
唐
文
粋
』
は
末
尾
に
「
從
石
刻
本
校
正
」（
石
刻
本
に
よ
り
て
校
正
す
）
と
注
す
る
。

三　

備
忘
の
た
め
の
メ
モ

　

こ
の
訓
訳
稿
は
、
筆
者
が
こ
の
十
数
年
来
、
継
続
し
て
担
当
し
て
い
る
市
民
講
座
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
、
現
在
の
テ
ー
マ
は
「
中

国
黄
河
の
風
土
と
文
学
」）
に
お
い
て
、
二
〇
〇
六
年
五
〜
六
月
の
講
読
用
に
作
成
し
た
資
料
を
、
九
月
の
泰
山
現
地
で
の
確
認
、
更
に
十

月
の
成
田
山
書
道
美
術
館
で
の
拓
本
確
認
を
経
て
、
い
く
ら
か
の
修
正
を
施
し
、
現
地
写
真
を
付
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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全
て
の
学
習
に
お
い
て
、
特
に
そ
れ
が
外
国
文
化
の
学
習
で
あ
れ
ば
尚
一
層
、
現
地
学
習
の
必
要
性
と
有
用
性
が
増
大
す
る
が
、
今

回
の
講
座
の
「
修
学
旅
行
」
が
秋
の
好
天
に
恵
ま
れ
（
時
に
日
本
は
台
風
の
渦
中
で
あ
っ
た
）
、
千
三
百
年
を
経
て
今
も
泰
山
山
頂
に
鎮
座

す
る
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
を
実
見
で
き
た
こ
と
は
、
生
涯
に
何
度
も
は
得
難
い
大
き
な
幸
せ
で
あ
っ
た
。
山
東
の
旧
跡
を
巡
る
「
修

学
旅
行
」
は
、
こ
の
他
に
黄
河
や
曲
阜
、
梁
山
泊
の
名
所
、
或
い
は
蒲
松
齢
・
李
清
照
・
諸
葛
亮
・
王
羲
之
等
の
故
居
、
更
に
は
山
東
・

青
州
・
城
子
崖
・
銀
雀
山
博
物
館
や
古
墓
遺
跡
等
を
専
用
バ
ス
で
周
遊
す
る
一
七
〇
〇
㎞
の
強
行
軍
で
あ
っ
た
。
今
日
、
と
も
す
れ
ば

北
京
と
上
海
の
メ
イ
ン
観
光
ル
ー
ト
か
ら
逸
れ
た
山
東
が
古
来
中
国
文
明
の
豊
か
な
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
が
実
感
で
き
た
が
、
こ
こ
で

は
、
あ
と
が
き
に
代
え
、
今
次
旅
行
実
見
の
主
目
的
で
あ
っ
た
玄
宗
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
、
そ
の
訓
訳
作
業
中
に
気
づ
い
た
幾
つ

か
の
瑣
事
を
以
下
に
メ
モ
し
、
後
日
の
論
考
に
備
え
た
い
。

（
一
）「
紀
泰
山
銘
」
成
立
の
経
緯
、
及
び
関
係
者
等
に
つ
い
て

　

「
紀
泰
山
銘
」
成
立
の
経
緯
、
及
び
関
係
者
等
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
二
十
三
、
礼
儀
志
の
記
録
を
も
と
に
、
許
道
勛
『
唐
明

皇
与
楊
貴
妃
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
五
九
〜
一
六
六
頁
に
詳
細
に
述
べ
る
が
、
よ
り
簡
潔
に
は
、
清
・
朱
彝
尊
「
開
元
太
山
銘
跋
」

（『
曝
書
亭
集
』
巻
四
十
九
）
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

開
元
天
子
、
允
文
武
百
寮
之
請
、
於
十
三
年
冬
十
一
月
、
式
遵
故
實
、
有
事
于
太
山
。
詔
中
書
令
張
説
・
右
散
騎
常
侍
徐
堅
・
太

常
少
卿
韋

・
祕
書
少
監
康
子
元
・
國
子
博
士
侯
行
果
、
於
集
賢
書
院
撰
儀
注
、
己
丑
、
日
南
至
、
法
駕
詣
山
下
、
御
馬
以
登
、

行
升
中
之
禮
。
天
子
製
「
紀
泰
山
銘
」
親
札
勒
于
山
頂
之
石
。
以
十
四
年
九
月
景
戌
告
成
。
於
是
中
書
令
張
説
撰
「
封
祀
壇
頌
」、

侍
中
源
乾
曜
撰
「
社
首
壇
頌
」、
禮
部
尚
書
蘇
頲
撰
「
朝
覲
壇
頌
」。

開
元
天
子
、
文
武
百
寮
の
請
を
允ゆ

る

し
、（
開
元
）
十
三
年
冬
十
一
月
、
故
実
に
式
遵
し
、
太
山
に
事ま

つ

る
有
り
。
中
書
令
張
説
・
右
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散
騎
常
侍
徐
堅
・
太
常
少
卿
韋

・
祕
書
少
監
康
子
元
・
國
子
博
士
侯
行
果
に
詔
し
て
、
集
賢
書
院
に
於
て
儀
注
を
撰
せ
し
め
、

己
丑
、
日
の
南
至
す
る
こ
ろ
、
法
駕
山
下
に
詣い

た

り
、
馬
を
御
し
て
以
て
登
り
、
升
中
之
禮
を
行
な
ふ
。
天
子
、「
紀
泰
山
銘
」
を

製
し
、
親
し
く
山
頂
の
石
に
札
勒
す
。
十
四
年
九
月
景
戌
を
以
て
告
成
す
。
是
に
於
て
中
書
令
張
説
は
「
封
祀
壇
頌
」
を
撰
し
、

侍
中
源
乾
曜
は
「
社
首
壇
頌
」
を
撰
し
、
禮
部
尚
書
蘇
頲
は
「
朝
覲
壇
頌
」
を
撰
す
。

　

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
玄
宗
が
泰
山
で
封
禅
を
挙
行
し
た
の
は
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
十
一
月
、「
紀
泰
山
銘
」
の
石
刻
が
完
成
し
た
の

は
翌
十
四
年
九
月
の
事
で
あ
り
、
封
禅
の
儀
式
や
封
禅
文
に
主
に
関
わ
っ
た
の
は
中
書
令
の
張
説
で
あ
る
。
本
「
紀
泰
山
銘
」
第
十
五

句
に
、
封
禅
の
儀
を
調
べ
て
定
め
た
臣
下
と
し
て
「
二
三
臣
」
と
あ
る
の
は
、
こ
こ
に
言
う
張
説
・
徐
堅
ら
を
含
む
で
あ
ろ
う
（
因

み
に
徐
堅
は
『
初
学
記
』
の
編
者
で
も
あ
る
）
。
中
で
も
張
説
は
封
禅
立
案
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
張
説
「
大
唐
封
祀
壇
頌
」
（『
全
唐
文
』
巻

二
二
一
所
収
）
や
蘇
頲
「
封
東
嶽
朝
覲
頌
」
（『
全
唐
文
』
巻
二
五
〇
所
収
）
は
、
直
近
の
臣
下
に
よ
る
頌
文
で
あ
り
、
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」

と
併
せ
読
め
ば
、
玄
宗
の
泰
山
封
禅
の
経
緯
と
実
態
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）「
紀
泰
山
銘
」
に
見
る
玄
宗
の
開
元
治
政
方
針

　

「
紀
泰
山
銘
」
に
は
、
二
十
九
歳
で
開
元
朝
を
開
い
て
十
数
年
後
の
開
元
十
三
年
、
い
よ
い
よ
揺
る
ぎ
な
い
唐
朝
繁
栄
の
基
礎
を
固

め
た
四
十
一
歳
の
玄
宗
の
自
信
に
満
ち
た
治
政
方
針
が
、
率
直
に
且
つ
謙
虚
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
太
祖
や
高
宗
、
睿
宗
へ
の
尊
崇
の

念
の
表
明
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
第
81
句
「
一
夫
不
獲
、
萬
方
其
罪
予
。
一
夫
獲
ざ
れ
ば
、
万
方
其
れ
予
を
罪
せ
ん
。」
や
、
第
83

句
「
朕
惟
寶
行
三
徳
、
曰
慈
、
儉
、
謙
。
朕
は
惟
だ
三
徳
を
宝
行
す
る
の
み
、
曰
く
慈
、
倹
、
謙
と
。」、
ま
た
第
86
句
「
自
滿
者
人
損
、

自
謙
者
天
益
。
自
ら
満
つ
る
者
は
人
損

そ
こ
な

ひ
、
自
ら
謙
な
る
者
は
天
益
す
。」、
お
よ
び
第
94
句
「
徳
涼
者
滅
、
道
高
斯
起
。
徳
の
涼う

す

き
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者
は
滅
び
、
道
の
高
き
は
斯
れ
起
く
。」
等
の
表
現
は
、
そ
の
起
草
に
当
た
っ
て
張
説
等
の
臣
下
の
助
言
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
最
終
的
に
は
玄
宗
の
綸
言
と
し
て
決
定
し
た
、
重
い
意
味
を
持
つ
治
政
方
針
の
表
明
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
三
）「
紀
泰
山
銘
」
文
の
出
典
の
特
徴

　

「
紀
泰
山
銘
」
文
の
出
典
引
用
は
際
立
っ
た
特
徴
を
持
つ
。
そ
れ
は
『
書
経
』
（『
尚
書
』）
か
ら
の
引
用
（
転
用
）
が
極
め
て
多
い
こ

と
で
あ
る
。
上
記
の
訓
訳
稿
で
は
、
沈
維
進
氏
の
労
作
に
基
づ
き
、
筆
者
の
追
加
分
を
含
め
、
努
め
て
引
用
例
を
表
示
す
る
よ
う
に
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、『
書
経
』
が
尭
舜
以
来
の
古
代
帝
王
の
言
行
録
で
あ
る
以
上
、
或
い
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
『
書
経
』

文
言
の
採
用
に
よ
っ
て
「
紀
泰
山
銘
」
に
今
上
皇
帝
と
し
て
の
重
々
し
さ
が
付
加
さ
れ
た
効
果
が
あ
る
。「
紀
泰
山
銘
」
文
は
、
そ
の

原
稿
の
段
階
こ
そ
何
人
か
の
臣
下
の
下
原
稿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
玄
宗
が
決
定
し
、
親
し
く
揮
毫
し
た
勅
書
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
古
代
帝
王
の
言
行
を
記
録
し
た
『
尚
書
』
か
ら
の
引
用
・
転
用
を
多
く
含
む
こ
と
は
、
玄
宗
の
開
元
治
政
に
対
す
る
、
ま
た

泰
山
封
禅
に
よ
る
天
帝
の
下
命
を
受
け
た
と
す
る
玄
宗
の
天
子
と
し
て
の
並
々
な
ら
ぬ
決
意
表
明
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
四
）「
紀
泰
山
銘
」
の
異
文
、
文
字
の
異
同
に
つ
い
て

　

本
訳
稿
で
は
、
泰
山
山
頂
の
石
刻
「
紀
泰
山
銘
」
原
文
を
底
本
と
し
、『
旧
唐
書
』『
冊
府
元
亀
』『
唐
文
粋
』『
全
唐
文
』『
金
石
萃
編
』

諸
本
の
「
紀
泰
山
銘
」
文
を
用
い
て
校
合
し
た
。
こ
れ
以
外
に
参
照
す
べ
き
校
本
の
脱
落
は
筆
者
の
不
明
に
よ
る
。
万―

萬
、
維―

惟―

唯
、
予―

余
、
太―

泰
、
于―

於
、
嶽―

岳
等
の
表
記
の
異
同
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
現
（
原
）
石
刻
本
と
『
旧
唐
書
』
本

と
の
異
同
は
、
他
の
諸
本
と
比
べ
れ
ば
成
立
の
時
間
が
近
い
だ
け
に
注
目
さ
れ
る
。
現
（
原
）
石
刻
本
と
『
旧
唐
書
』
本
に
決
定
的

な
表
現
の
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
天
子
の
詔
文
に
お
け
る
表
記
の
異
同
は
、
世
が
世
な
ら
ば
大
変
な
責
任
問
題
に
発



29

唐
・
玄
宗
の
「
紀
泰
山
銘
」
に
つ
い
て
（
訓
訳
稿
）

展
す
る
可
能
性
を
含
む
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
の
推
測
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
複
写
万

能
の
時
代
と
違
い
、
一
篇
ご
と
に
抄
写
に
よ
る
複
本
が
必
要
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
恐
ら
く
「
紀
泰
山
銘
」
の
正
本
は
遥
か
東

方
の
泰
山
に
ま
で
運
ば
れ
、
現
実
に
彫
工
に
よ
る
石
刻
へ
と
作
業
が
進
行
し
た
。
そ
れ
は
今
日
の
泰
山
山
頂
の
唐
摩
崖
に
結
果
し
て

い
る
（
付
録
写
真
参
照
）
。
一
方
、
唐
の
宮
殿
に
珍
蔵
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
副
本
は
、
そ
の
後
の
政
変
等
に
よ
る
管
理
の
変
動
や
再
製
等
を

経
て
文
字
の
異
同
が
生
じ
、
し
か
も
当
時
の
通
信
情
況
か
ら
は
泰
山
現
地
の
正
本
と
の
照
合
も
ま
ま
な
ら
ぬ
ま
ま
、
今
日
の
状
態
を

招
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
以
上
は
明
確
な
裏
付
け
も
な
い
筆
者
の
勝
手
な
憶
測
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
メ
モ
し
て
後
日
の
再
考

に
備
え
た
く
思
う
。

（
五
）「
紀
泰
山
銘
」
に
記
さ
れ
た
儒
者
、
方
士
批
判
、
及
び
天
宝
末
年
の
兵
乱
の
皮
肉

　

玄
宗
は
泰
山
封
禅
が
挙
行
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
紀
泰
山
銘
」
第
56
句
に
「
我
儒
制
禮
、
我
史
作
樂
、
我
が
儒
は
礼
を
制
し
、

我
が
史
は
楽
を
作
り
」
と
謝
辞
を
述
べ
る
が
、
銘
文
の
末
尾
に
近
い
第
115
句
で
は
「
方
士
虛
誕
、
儒
書
齷
齪
、
方
士
は
虚
誕
に
し
て
、

儒
書
は
齷あ

く
せ
く齪

」
と
し
て
、
道
教
の
方
士
や
儒
家
の
書
に
対
す
る
不
信
感
を
露
わ
に
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
次
に
続
く
天
帝
の
信
任
を
失

し
た
秦
の
始
皇
帝
や
後
漢
の
光
武
帝
の
故
事
に
直
結
し
、
最
終
部
の
第
118
句
「
徳
未
合
天
、
或
承
之
辱
。
徳
の
未
だ
天
に
合
は
ざ
れ
ば
、

或
い
は
之
を
辱
に
承
く
る
な
り
。」、
119
句
「
道
在
觀
政
、
名
非
從
欲
、
道
は
政
を
観
る
に
在
り
、
名
は
欲
を

従
ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
に
非
ず
。」

に
収
斂
す
る
が
、
唐
朝
に
お
け
る
一
連
の
方
士
偏
重
や
続
く
天
宝
期
に
お
け
る
楊
貴
妃
へ
の
偏
愛
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
勃
発
し
た

馬
嵬
の
乱
等
を
想
起
す
る
と
、「
紀
泰
山
銘
」
で
は
玄
宗
は
過
去
の
例
を
教
訓
に
述
べ
た
は
ず
の
も
の
が
、
皮
肉
に
も
、
そ
の
後
の
治

政
に
お
い
て
、
玄
宗
自
身
の
教
訓
と
し
て
自
ら
の
運
命
を
「
予
見
」
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
即
ち
、
開
元
か
ら
天
宝
期
に
発

生
し
た
楊
貴
妃
へ
の
偏
愛
、
楊
国
忠
の
重
用
こ
そ
は
安
禄
山
の
乱
を
惹
き
起
こ
し
た
直
接
の
原
因
で
あ
り
、
一
時
と
は
い
え
、
天
子
の

蒙
塵
を
余
儀
な
く
し
、
そ
の
ま
ま
楊
貴
妃
殺
害
に
直
結
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
第
118
、
119
句
の
表
現
は
、
皮
肉
に
も
玄
宗
自
身
の
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痛
烈
な
教
訓
と
し
て
跳
ね
返
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
朝
に
お
け
る
道
教
、
方
士
偏
重
に
つ
い
て
は
、　

唐
朝
が
老
荘
思
想
を
重
ん

じ
、
果
て
は
憲
宗
・

宗
・
宣
宗
を
含
む
歴
代
皇
帝
が
道
士
の
調
合
し
た
不
死
の
仙
薬
を
服
し
て
、
見
事
に
〝
昇
天
〞
し
た
こ
と
、
は

た
ま
た
玄
宗
楊
貴
妃
の
故
事
を
詠
ん
だ
陳
鴻
の
「
長
恨
歌
伝
」
に
、
方
士
自
ら
〝
方
士
は
し
ば
し
ば
偽
物
を
天
子
に
進
呈
す
る
（
新
垣

平
之
詐
）。〞
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
こ
と
等
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、「
徳
未
合
天
」「
名

非
從
欲
」
と
は
過
去
一
般
の
教
訓
で
は
な
く
、
皮
肉
に
も
玄
宗
自
身
の
戒
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

※　
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（
『
泰
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石
刻
大
観
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線
装
書
局
、
二
〇
〇
二
年
は
未
見
）

○
参
考
ま
で
に
、「
紀
泰
山
銘
」
の
原
拓
本
が
北
京
琉
璃
廠
・
海
王
邨
の
古
書
店
上
棚
に
大
包
の
商
品
と
し
て
並
ん
で
い
る
。
筆
者

は
二
〇
〇
六
年
十
一
月
、
北
京
旅
行
中
に
偶
然
発
見
し
た
。
瞥
見
の
た
め
に
正
確
は
期
し
難
し
い
が
、
こ
の
大
包
は
「
紀
泰
山
銘
」

全
文
約
一
千
字
を
、
二
字
ず
つ
約
五
百
枚
の
拓
本
に
写
し
取
り
、
厚
紙
等
で
裏
打
ち
し
て
一
大
包
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
拓
本
製

作
を
め
ぐ
る
経
緯
等
は
不
明
。
売
価
は
（
筆
者
の
誤
認
で
な
け
れ
ば
）
八
十
八
万
元
。
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泰山原刻「紀泰山銘」（2006年９月撮影）

　

※　

付
録
写
真
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原拓「紀泰山銘」（成田山書道美術館蔵）
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「紀泰山銘」：原刻（上）と原拓（下）の部分写真




